
はい

はい

はい

 

 

 
 

勤務先から東庄町へ給
与支払報告書は提出さ
れていますか？（提出
の有無は勤務先にご確
認ください）

源泉徴収票に記載され
ている内容（扶養控除
や社会保険料控除等）
に変更はありますか？  

 

 

申告必要？
不要？ フローチャートで確認してみよう！

はい

・事業所得や不動産所得などがある方で、
　所得金額が基礎控除（48万円）とその
　他の所得控除額の合計額を超える方
・給与収入が2,000万円を超える方
・給与所得者で、主たる給与以外の所得が
　20万円をこえる方
・給与を２カ所以上から受けており、年末
　調整をされなかった給与の収入が20万
　円を超える方
・所得税の還付を受ける方（医療費控除など）

　以下に該当する方は 「はい」、 給与のみ
または給与と年金のみの方は①へ、年金
のみの方は②へお進みください。

東庄町在住の方に扶養されて
いますか？（年末調整や確定
申告などにより、税金上の扶
養に入っていることが必要で
す）

い
い
え

は
い

は
い

は
い

国民健康保険に
加入しています
か？

確定申告または町・県民税申告が必要です

いいえ

いいえ

い
い
え

い
い
え

い
い
え

申告は
不要です

福祉関係のサービスを
利用する、扶養に入る
ための確認などで所得
の証明書が必要になり
ますか？

給与のみまたは
給与と年金のみ

年金のみ

令和２年１月１日から同年12月31日までに収入はありましたか？
（遺族年金や障害年金などの非課税所得のみの方は「いいえ」にお進みください）
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す
。
ま
た
、
無
収
入
の
方
も
申
告

が
必
要
で
す
。

　
租
税
条
約
該
当
の
外
国
人
技
能

実
習
生
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
者

は
、
３
月
15
日
㈪
ま
で
に
町
へ
届

出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届

出
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問　
町
民
課
賦
課
徴
収
係

　
　
☎
�
６
０
７
３

償
却
資
産
の
申
告

　

申
告
期
限
は
２
月
１
日
で
す

が
、
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
は
、

早
め
に
固
定
資
産
税
係
へ
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課
固
定
資
産
税
係

　
　
☎
�
６
０
７
３

所
得
税
と
町
・
県
民
税
の

　
　
申
告
は
３
月
15
日
ま
で
に

町
お　��らせ
からの
知

　

税
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し

た
。
混
雑
回
避
の
た
め
、
早
め
に

申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
申

告
の
際
は
、
不
足
書
類
が
な
い
よ

う
に
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の

①�

収
入
や
必
要
経
費
が
わ
か
る
も

の
︵
源
泉
徴
収
票
、
収
支
明
細

書
、
帳
簿
、
計
算
書
な
ど
︶

②�

各
種
控
除
の
内
容
が
わ
か
る
も

の
︵
国
民
年
金
保
険
料
・
生
命

保
険
料
・
地
震
保
険
料
の
控
除

証
明
書
、
医
療
費
通
知
ま
た
は

領
収
書
、
障
害
者
手
帳
、
寄
附

金
の
受
領
証
︶

③�

申
告
者
名
義
の
通
帳
︵
所
得
税

が
還
付
に
な
る
方
︶

④�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
ま
た

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

と
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
で

き
る
書
類
︵
申
告
者
本
人
、
扶

養
親
族
、専
従
者
の
分
も
必
要
︶

⑤�

税
務
署
か
ら
の
「
令
和
２
年
分

２月16日㈫～３月15日㈪ 日  程

9:00～12:00、13:00～17:00
※16:00までにお越しください時  間

役場１階町民ホール場  所

東庄町の申告相談

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
は
が

き
、
ま
た
は
電
子
申
告
・
納
税

等
に
係
る
利
用
者
識
別
番
号
等

の
通
知
書

医
療
費
控
除

　
領
収
書
を
分
類
の
う
え
、
合
計

金
額
を
計
算
し
た
明
細
書
と
医
療

費
通
知
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

計
算
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
申

告
相
談
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

事
業
所
得
の
あ
る
方

　
持
続
化
給
付
金
や
経
営
所
得
安

定
対
策
交
付
金
な
ど
の
支
払
い
を

受
け
た
方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

通
知
書
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

　
申
告
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
方
と
、
平
成
13
年
４
月
２
日
～

平
成
14
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

へ
、
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

　　
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以

下
だ
っ
た
方
は
確
定
申
告
は
不
要

で
す
が
、
住
民
税
申
告
は
必
要
で

申
告
ま
で
に

ご
準
備
く
だ
さ
い

２
月
中
旬
に
町
・
県
民
税

申
告
書
を
送
付

確
定
申
告
不
要
で
も

住
民
税
申
告
は
必
要

外
国
人
技
能
実
習
生
を

雇
用
し
て
い
る
方
へ

事前予約が必要です
　２月８日㈪から申告相談の予約を受け付けます。役場町民
ホールに受付簿を設置しますので、お名前を記入してください。
なお、電話予約はできません。

問い合わせ　町民課 賦課徴収係　☎86-6073



はい

はい
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源泉徴収票に記載され
ている内容（扶養控除
や社会保険料控除等）
に変更はありますか？  

 

 

申告必要？
不要？ フローチャートで確認してみよう！

はい

・事業所得や不動産所得などがある方で、
　所得金額が基礎控除（48万円）とその
　他の所得控除額の合計額を超える方
・給与収入が2,000万円を超える方
・給与所得者で、主たる給与以外の所得が
　20万円をこえる方
・給与を２カ所以上から受けており、年末
　調整をされなかった給与の収入が20万
　円を超える方
・所得税の還付を受ける方（医療費控除など）

　以下に該当する方は 「はい」、 給与のみ
または給与と年金のみの方は①へ、年金
のみの方は②へお進みください。

東庄町在住の方に扶養されて
いますか？（年末調整や確定
申告などにより、税金上の扶
養に入っていることが必要で
す）

い
い
え

は
い

は
い

は
い

国民健康保険に
加入しています
か？

確定申告または町・県民税申告が必要です

いいえ

いいえ

い
い
え

い
い
え

い
い
え

申告は
不要です

福祉関係のサービスを
利用する、扶養に入る
ための確認などで所得
の証明書が必要になり
ますか？

給与のみまたは
給与と年金のみ

年金のみ

令和２年１月１日から同年12月31日までに収入はありましたか？
（遺族年金や障害年金などの非課税所得のみの方は「いいえ」にお進みください）

軽自動車税
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コジュリンくん

確
定
申
告
作
成
会
場
は

入
場
整
理
券
を
配
布

　
申
告
書
作
成
会
場
で
は
、
混
雑

回
避
の
た
め
に
入
場
整
理
券
を
配

布
し
ま
す
。
国
税
庁
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
を
「
友
だ
ち
追

加
」
す
る
と
、
事
前
発
行
が
で
き

ま
す
。

問　
佐
原
税
務
署

　
　
☎
�
１
３
３
１

確
定
申
告
は
e-

T
a
x
が
便
利

　
e-

T
a
x
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
確
定
申
告
な
ど
の
手
続
き
が

で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
国
税
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定
申
告
書

を
作
成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

提
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

e-

T
a
x
を
利
用
で
き
る
方

①�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
、

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
か
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス
マ
ホ
を

お
持
ち
の
方

②�

税
務
署
で
事
前
に
I
D
・
パ

ス
ワ
ー
ド
を
取
得
し
た
方

廃車・譲渡・盗難
のときは届け出を
お忘れなく
　軽自動車税（種別割）は、毎
年４月１日現在で所有者に課税
されます。廃車、譲渡、盗難な
どで車両がない場合でも、届け
出をしないと登録に基づき課税
されます。
　届け出が済んでいない方は、
３月末までに手続きをしてくだ
さい。なお、３月末日が近づく
と混雑しますので、早めの手続
きをお願いします。

手続きする場所
▶軽自動車（四輪）
　軽自動車検査協会千葉事務所
　☎050-3816-3114

▶自動二輪（125㏄超）
　千葉運輸支局
　☎050-5540-2022

▶ 原付・小型特殊自動車（125
㏄以下）

　役場町民課③窓口

問い合わせ
　町民課�賦課徴収係
　☎86-6073

確
定
申
告
は
ご
自
宅
で

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

➡国税庁ＬＩＮＥ
　公式アカウント


